


方的ルールであり，ルールの目的や性質は，
国内的ルールとは明確に異なるものであり，
各国の国内ルールとして形成されてきた国際
裁判管轄ルールに関する原則等は当然には妥
当するものでないことに注意すべきである。
国際的な裁判管轄ルールの策定に際しては，

訴訟当事者に予め法廷地を知ることができる
だけの明確なルールを立てることが，公正と
いう視点からも，重要であるということを再
確認しておくことが必要である。例えて言え
ば，競技を行う前に，競技がなされる競技場
を知り，競技の準備を適切に行えるようにす
ることは，フェアーに競技が行われるための
要素として大変に重要ということである。競
技の準備をし，競技を開始した後に，レフ
リーが競技の状況を見て，競技場の変更を命
じるようなことは，特にルールを信頼しその
競技場にあわせて準備を整えてきた当事者に
とっては，不公正をなす危険がある。
国際的な民事訴訟の場合，競技場に当たる

法廷地国は，国毎に訴訟制度も訴訟法も異
なっており，当事者，特に原告にとっては，
事前の訴訟準備にかける負担を考えると，手
続開始後に裁判所の裁量的な判断で，法廷地
の変更を余儀なくされるような事態は原則と
してあってはならないのである。そのため国
際的な裁判管轄ルールは一義的に明確なもの
であることを，極めて重要な基本的なポリ
シーとしなければならない。
ルールとしての明確性を裁判管轄の国際的

ルールの重要な要素と考えるこのような視点
からは，とりわけ次に掲げる点が，ルール化
に際して考慮されなければならないであろう。
先ず，ルールに用いる要件概念に関しては，

可能な限り，一義的明確な概念を用いること
に意を尽くさなければならない。国際的な統
一ルールの場合，協定に参加する国家では，
訴訟制度及び手続法もさまざまに異なること
を想定しなければならず，それぞれ法的素養
のバックグラウンドを異にする各締約国の裁
判官が，ルールを解釈し適用することになる。

そのようなルールの基本的な性格を考慮する
必要がある。統一的なルールを解釈・適用す
る各国裁判所での判断が区々にならないよう
に客観的で明確であることが求められる。そ
こから，ルール化に際しては客観的な要件概
念を基本とし，多義的に解されるような用語
を避けなければならない。特に，知的財産権
紛争の場合，保護国のような概念は避けるべ
きであり，仮に避けられない場合でも，それ
に関する明確な定義規定を設けておくことが
必要となる。同様な理由から，forum non

conveniensやわが国の判例の多用する「特
段の事情」論のような，裁量的な管轄否定を
許す余地は認めない形でのルール化が必要と
なる。
同一のルールであっても，適用する裁判所

や裁判官が服している訴訟制度や訴訟法の違
いから生じてくる，適用環境の違いにも注意
を払う必要がある。例えば，米国型の陪審制
を前提とし，プレトライアル期間が長く，広
範で強力なディスカバリーを通じて，最終的
な審理に向けた準備が重ねられていく手続法
の下での適用と，日本型の訴訟制度の下で，
既に訴状において実体的な要件及びそれに該
当する事実の主張をしなければならないとい
う条件下での適用とは，大きく異なる。従っ
て，国際的に統一した裁判管轄ルールは，可
能な限りシンプルな要件構成によることが必
要となる。可能な限り，解釈の差が開かない
ような概念と用語を用いたシンプルなルール
化を目標とすべきであろう。
この点で，ALI原則は基本的に米国訴訟法

にのみ適合的なルール化というべきであり，
各国のさまざまな訴訟法の下で，訴訟制度観
も多様な多くの国の裁判所で適用すべきルー
ルとしては，ルールの「統一」を達成するに
はほど遠いルール化というほかないのであり，
基本的に採用に適していないというべきであ
ろう。
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合には，特に考慮を要する問題がある。それ
は，管轄集中の肯定の前提として，いわゆる
客観的併合の許容性が問題となるが，これは
ユビキタス侵害の場合に検討すべき中心的な
問題となる。この問題はユビキタス侵害の場
合の特別な裁判管轄を検討する際に触れるこ
ととしたい。
ここではいわゆる主観的併合の国際裁判管

轄を取り上げる。典型的な類型としては，侵
害側が多国籍企業体で，複数の国における子
会社や関連会社により，同一権利者の同一発
明に基づくいわゆる姉妹特許権を，複数の国
で侵害した場合がこれに当たる。この場合に，
権利者は個別国家の特許権毎に複数国で関連
する被告企業体の個別法人を相手とする訴訟
によらなければ全体的な救済を得られないと
いう状態を，知的財産権の保護を弱めるもの
であり，資力なき権利者は実際には保護を得
られないままに放置するものとして，一つの
裁判管轄国に関連する複数の被告に対する救
済訴訟を併合して審理し，救済を図るという
ことを認めるか否かが問題となる。
これについてはなお検討すべき多くの問題

があると思われるが，差し当たって，先ず，
併合請求を認めるべき管轄国を複数の被告の
いずれか一人の住所地国に限るべきかという
問題がある。日本における議論では，国内土
地管轄規定が一つの請求について土地管轄の
ある裁判所への併合を認めると規定している
のを反映してか，原告の請求のいずれかにつ
いて裁判管轄があれば足りるという理解が多
いように思われる。しかし，複数の被告のい
ずれかの住所地国の中のいずれかに限り併合
を認めるという，ブリュッセルⅠ規則に準じ
た考え方が国際的に多数であるように思われ
る。更に，それを絞り込み，いわゆるSpi-

der in the web論を採用すべきかが，ヨー
ロッパでは議論されている。しかし，いずれ
の被告をSpiderと判断するか，即ち主要な
被告かという識別の問題を生じることになり，
問題を複雑にするという問題を含むように思

われる。
管轄集中を認め，請求を併合することを許

す規定を設けることは，法政策的には知的財
産権の保護を強化するというポリシーを採択
することを意味するように思われ，具体的に
は権利者である原告の権利保護に厚い制度設
計となる。しかし，そのような制度設計を採
用するためには検討しておくべき法的な問題
がある。それは同一発明に基づく複数国の特
許権，いわゆる姉妹特許を請求の関連性とい
う視点でどのように評価すべきかという問題
である。この問題に関して，最近，EuGHは
Roche v. Primus事件に関する判断において，
注目される判断を下した。ヨーロッパ特許に
関しては，EPC締約各国の独立した特許権
を束ねたものであり，相互の特許権に関する
判断の不一致は，ブリュッセル規則Ⅰ６条１
項の規定する意味での判決の不一致の危険を
生じることはないとしている。この判決に関
しては，MPIからは強い懸念が表明されるな
ど，その評価と今後の動向については慎重な
検討を要すると思われるが，姉妹特許に関す
る紛争についての管轄集中に対して消極的な
判断を下した一つの方向として捉えておくべ
きであろう。同時に，これがEPCという国
際的な特許システムの構成と強く結びついて
いることにも注意を払う必要がある。同じ論
理では，例えばマドリッドプロトコールの下
での商標権侵害については，管轄集中は原則
的には肯定されるべきことになるようにも思
われる。

EPCのような国際的な特許システムとは
無縁のわが国や東アジアや，米国などについ
てはどのように考えるべきか，なお検討を要
する問題である。因みにALI原則は管轄集中
をかなり広い裁量的衡量の下で認めている。
ALI原則206条は，多数の被告に対する対人
管轄という表題の下に次のように規定してい
る。
「�被告をその住所を有する国で訴えた原告
は，その国に住所を有さない他の複数の被告
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特定は容易といえるが，その全ての場所に裁
判管轄を認めることができるかは問題となる。
そこで，侵害画像などに使用された言語その
他の要素から，主たる侵害対象国が特定でき
る場合に，その国に裁判管轄を認めるという
手法が有力視されている。
また，同時多発的に多くの国で侵害を生じ

させるため，ある裁判管轄地で提起した訴訟
に他の国で生じた侵害に基づく請求も併合さ
せることを許すかという問題が生じる。これ
は請求の客観的併合の問題として扱われてき
た問題である。周知のように，これに関して，
EuGHは Shevill事件判例により侵害結果発
生地国に当該国で生じた損害に関してのみ管
轄を認めるという原則を定立した。ユビキタ
ス侵害の場合にも，これに準じて侵害結果発
生地国には当該国で付与された知的財産権の
侵害についてのみ管轄を認めるべきかが，議
論されるべきであろう。主たる侵害結果発生
地を絞り込む発想は，客観的併合を認める立
場に立つものと考えられる。検討を要する問
題である。
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